








標準報酬 健康保険料 介護保険料 合計保険料（健康＋介護）
被保険者
(38.85)

事業主
(57.15)

計
(96.00)

被保険者
(9.00)

事業主
(9.00)

計
(18.00)

被保険者
(47.85)

事業主
(66.15)

計
(114.00)

報酬月額

（以上）～（未満）
等級

月額 日額

【令和6年（2024年）4月1日現在】

特例退職：月額320,000円／任意継続：月額上限710,000円

※介護保険料については、40歳以上6５歳未満の被保険者から徴収しています。 ※2025年（令和7年）4月以降については、健保ホームページでご確認ください。
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58,000
68,000
78,000
88,000
98,000
104,000
110,000
118,000
126,000
134,000
142,000
150,000
160,000
170,000
180,000
190,000
200,000
220,000
240,000
260,000
280,000
300,000
320,000
340,000
360,000
380,000
410,000
440,000
470,000
500,000
530,000
560,000
590,000
620,000
650,000
680,000
710,000
750,000
790,000
830,000
880,000
930,000
980,000
1,030,000
1,090,000
1,150,000
1,210,000
1,270,000
1,330,000
1,390,000

1,930
2,270
2,600
2,930
3,270
3,470
3,670
3,930
4,200
4,470
4,730
5,000
5,330
5,670
6,000
6,330
6,670
7,330
8,000
8,670
9,330
10,000
10,670
11,330
12,000
12,670
13,670
14,670
15,670
16,670
17,670
18,670
19,670
20,670
21,670
22,670
23,670
25,000
26,330
27,670
29,330
31,000
32,670
34,330
36,330
38,330
40,330
42,330
44,330
46,330

～63,000
63,000～73,000
73,000～83,000
83,000～93,000
93,000～101,000
101,000～107,000
107,000～114,000
114,000～122,000
122,000～130,000
130,000～138,000
138,000～146,000
146,000～155,000
155,000～165,000
165,000～175,000
175,000～185,000
185,000～195,000
195,000～210,000
210,000～230,000
230,000～250,000
250,000～270,000
270,000～290,000
290,000～310,000
310,000～330,000
330,000～350,000
350,000～370,000
370,000～395,000
395,000～425,000
425,000～455,000
455,000～485,000
485,000～515,000
515,000～545,000
545,000～575,000
575,000～605,000
605,000～635,000
635,000～665,000
665,000～695,000
695,000～730,000
730,000～770,000
770,000～810,000
810,000～855,000
855,000～905,000
905,000～955,000
955,000～1,005,000
1,005,000～1,055,000
1,055,000～1,115,000
1,115,000～1,175,000
1,175,000～1,235,000
1,235,000～1,295,000
1,295,000～1,355,000

1,355,000～

2,253
2,641
3,030
3,418
3,807
4,040
4,273
4,584
4,895
5,205
5,516
5,827
6,216
6,604
6,993
7,381
7,770
8,547
9,324
10,101
10,878
11,655
12,432
13,209
13,986
14,763
15,928
17,094
18,259
19,425
20,590
21,756
22,921
24,087
25,252
26,418
27,583
29,137
30,691
32,245
34,188
36,130
38,073
40,015
42,346
44,677
47,008
49,339
51,670
54,001

3,315
3,887
4,458
5,030
5,601
5,944
6,287
6,744
7,201
7,659
8,116
8,573
9,144
9,716
10,287
10,859
11,430
12,573
13,716
14,859
16,002
17,145
18,288
19,431
20,574
21,717
23,432
25,146
26,861
28,575
30,290
32,004
33,719
35,433
37,148
38,862
40,577
42,863
45,149
47,435
50,292
53,150
56,007
58,865
62,294
65,723
69,152
72,581
76,010
79,439

5,568
6,528
7,488
8,448
9,408
9,984
10,560
11,328
12,096
12,864
13,632
14,400
15,360
16,320
17,280
18,240
19,200
21,120
23,040
24,960
26,880
28,800
30,720
32,640
34,560
36,480
39,360
42,240
45,120
48,000
50,880
53,760
56,640
59,520
62,400
65,280
68,160
72,000
75,840
79,680
84,480
89,280
94,080
98,880
104,640
110,400
116,160
121,920
127,680
133,440

522
612
702
792
882
936
990
1,062
1,134
1,206
1,278
1,350
1,440
1,530
1,620
1,710
1,800
1,980
2,160
2,340
2,520
2,700
2,880
3,060
3,240
3,420
3,690
3,960
4,230
4,500
4,770
5,040
5,310
5,580
5,850
6,120
6,390
6,750
7,110
7,470
7,920
8,370
8,820
9,270
9,810
10,350
10,890
11,430
11,970
12,510

522
612
702
792
882
936
990
1,062
1,134
1,206
1,278
1,350
1,440
1,530
1,620
1,710
1,800
1,980
2,160
2,340
2,520
2,700
2,880
3,060
3,240
3,420
3,690
3,960
4,230
4,500
4,770
5,040
5,310
5,580
5,850
6,120
6,390
6,750
7,110
7,470
7,920
8,370
8,820
9,270
9,810
10,350
10,890
11,430
11,970
12,510

1,044
1,224
1,404
1,584
1,764
1,872
1,980
2,124
2,268
2,412
2,556
2,700
2,880
3,060
3,240
3,420
3,600
3,960
4,320
4,680
5,040
5,400
5,760
6,120
6,480
6,840
7,380
7,920
8,460
9,000
9,540
10,080
10,620
11,160
11,700
12,240
12,780
13,500
14,220
14,940
15,840
16,740
17,640
18,540
19,620
20,700
21,780
22,860
23,940
25,020

2,775
3,253
3,732
4,210
4,689
4,976
5,263
5,646
6,029
6,411
6,794
7,177
7,656
8,134
8,613
9,091
9,570
10,527
11,484
12,441
13,398
14,355
15,312
16,269
17,226
18,183
19,618
21,054
22,489
23,925
25,360
26,796
28,231
29,667
31,102
32,538
33,973
35,887
37,801
39,715
42,108
44,500
46,893
49,285
52,156
55,027
57,898
60,769
63,640
66,511

3,837
4,499
5,160
5,822
6,483
6,880
7,277
7,806
8,335
8,865
9,394
9,923
10,584
11,246
11,907
12,569
13,230
14,553
15,876
17,199
18,522
19,845
21,168
22,491
23,814
25,137
27,122
29,106
31,091
33,075
35,060
37,044
39,029
41,013
42,998
44,982
46,967
49,613
52,259
54,905
58,212
61,520
64,827
68,135
72,104
76,073
80,042
84,011
87,980
91,949

6,612
7,752
8,892
10,032
11,172
11,856
12,540
13,452
14,364
15,276
16,188
17,100
18,240
19,380
20,520
21,660
22,800
25,080
27,360
29,640
31,920
34,200
36,480
38,760
41,040
43,320
46,740
50,160
53,580
57,000
60,420
63,840
67,260
70,680
74,100
77,520
80,940
85,500
90,060
94,620
100,320
106,020
111,720
117,420
124,260
131,100
137,940
144,780
151,620
158,460

（　）内の数値は保険料率 単位：＊＊／1,000
標準報酬・保険料表











健康保険はこんなときにお支払いします
給付の種類

。療養の給付
／家族療養費

〇入院時食事療養費

法定給付（法律で決められた給付）

被保険者が医療機関に保険証を提示して必要な医療を受けることができます。
一部負担金：医療費の3割（※給付割合は年齢などによって異なります ）

入院時の食事については1食あたり460円（低所得者等210円以下 ）を自己負担し、残りの費用を健康保険組合から
給付します。家族も被保険者と同様。（一部負担還元金、高額医療費の計算対象にはならない ）

。訪問看護療養費 在宅の患者が訪問看護ステ ー ションから派遣された看護師等から療養に伴う世話や看護を受けられます。
／家族訪問看護療養費 健康保険からの給付と自己負担は、①療養の給付と同じ。

〇高額療養費

〇特定療養費

09翌家族療養費

〇移送費

〇高額介護合算療養費

医療機関窓口で支払った自己負担金額が 以下の条件を超えた場合に健康保険組合から給付します。
a診療報酬明細書1件（医療機関ごとに1ヵ月単位で提出 ）ごとに自己負担金額が下記の自己負担限度額を超過した場合
b．自己負担金額が21,000円以上の診療報酬明細書を同一世帯で合算した結果、下記の自己負担限度額を超過した場合
■高額療養費の自己負担限度額 給付金は下表をもとに自動計算し、給与振込等にて給付します。本人の手続きは不要です。

70歳未満の方 自己負担限度額
区分ア 標準報酬 月額83万円以上 252,600円 ＋（医療費総額 ー842,000円）xQ.01
区分イ 標準報酬 月額53万円～83万円未満 167,400円 ＋（医療費総額 ー558,000円）xQ.01
区分ウ 標準報酬 月額28万円～53万円未満 80,100円 ＋（医療費総額 ー267,000円）xQ.01
区分工 標準報酬 月額28万円未満 57,600円
区分オ 市区町村民税非課税者 35,400円

70歳以上の方 個人ごと（外来） 世帯ごと（外来 ＋入院 ）

I
現役並l|l標準報酬月額83万円以上 252,600円＋（医療費総額ー842,000円）x0.01[140,100円］
現役並II標準報酬月額53万円以上83万円未満 167,400円＋（医療費総額ー558,000円）xQ.01[93,000円］
現役並 l標準報酬月額28万円以上53万円未満 80,100円＋（医療費総額 ー267,000円）xQ.01[44,400円］

一般の人 18,000円（年間上限〈前年8月～7月〉144,000円 ） 57,600円[44,400円］
市町村民税非課税者 8,000円 24,600円

I所得が一定基準に満たない場合等 15,000円
※［ ］内は多数該当の場合で、12か月間に3か月以上高額療養費に該当した場合、4か月目以降は多数該当として、自己負担限度額が引き下げられます。

※現役並所得者とは課税所得145万円以上の人が該当します。年収ベースでは、高齢者複数世帯で520万円以上、単身世帯で383万円以上の人が該当します。

C．直近12ヵ月 間に高額療養費の支給回数が同一世帯で4回以上に該当し、4回目から自己負担金額が下記金額を超過した場合（多数該当）
区分ア：140,100円………………（標準報酬月額83万円以上 ）
区分イ：93,000円 ………………（標準報酬月額53万円～83万円）
区分ウ／区分工：44,400円………（標準報酬月額53万円未満 ）
区分才：24,600円 ………………（市区町村民税非課税者 ）

基礎部分の医療費を特定療養費として健康保険から給付します。一部負担金は、①療養の給付／家族療養費と同じ。
特定承認保険医療機関（大学病院等 ）で高度先進医療を受診した技術料／特別室の室料等は、全額自己負担。

健康保険の基準額の7割（給付割合は年齢などによって異なります ）を健康保険から給付します。
■ コルセット等の治療用装具を装着した場合 ■やむを得ず非保険医を受診した場合

△外出時は必ず「保険証」を携帯してください（特に、行楽や旅行、帰省など ）。「保険証」を提示せずに医療機関を
． 受診した場合は、原則、全額自己負担であり、健康保険分を給付できない場合があります。

病気やケガで移動が困難な患者が、医師の指示で一時的かつ緊急時必要があり移送された場合に給付します。

8月1日～翌年7月31日の1年間にかかった、同一世帯の高額医療費と介護費用の自己負担額の合算額が、著しく高額になる場合に給付します。

妊娠4ヵ月 以上で分娩（死産含む）した場合に給付します。
。出産育児一時金 ・ 【対象】出産した被保険者および被扶養者

／家族出産育児一時金

⑪出産手当金

〇傷病手当金

。延長傷病手当金
付加金

®埋葬料／家族埋葬料

〇埋葬費

1児につき500,000円
（在胎週数22週目に達していない出産、および、産科医療保障制度 未加入の場合は、488,000円）

被保険者本人が出産する際に、産前産後に会社を休んで報酬等がなかったり、出産手当金より報酬等が少ない場合に給付します。
【対象】 出産した被保険者本人 【対象期間】産前：出産予定日前42日、多胎妊娠の場合は98日前（出産が遅れた場合、遅れた
期間も含む）（出産日は産前に含む）／産後：56日 1日につき標準報酬日額の2/3、または報酬等との差額を支給
療養のために会社を4日以上休んで報酬等がなかったり、傷病手当金より報酬等が少ない場合に給付します。
【対象】 被保険者本人 【対象期間】 支給開始日より通算1年6ヵ月 1日につき標準報酬日額の2/3、または報酬等との差額を支給

給付されません（付加給付のみ支給 ）。

被保険者、被扶養者が死亡した場合、給付します。
【対象】 死亡した被保険者と被扶養者：50,000円

被保険者が死亡し、家族ではなく友人／会社などが埋葬を行った場合、給付します。詳細（法定給付·付加給付 ）は、当健保

9 ＊最新情報は健保ホ ームペ ー ジでご確認ください。











健保の主な事業 年間予定表

4月

5月

6 月

7 月

8 月

9 月

10月

11月

12月

1 月

2 月

3 月

●広報誌「Healthyオムロンニュース」発行

●確定申告の医療費控除（e-TAX申告）に
利用できる医療費データ（XML）を
健保ホームページの「医療費のお知らせ」に掲載

家庭用常備薬の
斡旋

4月上旬～5月下旬

家庭用常備薬の斡旋

10月上旬～11月中旬

インフルエンザ
予防接種費用補助
申請受付

11月～3月下旬

定期健康診断
同時がん検診

（各事業主と共催）実施

10月上旬～11月中旬

※対象年齢の方は会社でがん検診を受診できます。
※定期健診は各社によって時期が異なります。

社員の被扶養者、任意継続保険および
特例退職保険加入の被扶養者の実態調査実施

7月下旬～8月下旬

※扶養家族の所得証明書、確定申告で使用された提出書類等の
提出が必要となります。

通年で
受付けている
保健事業

健康チャレンジ
（PepUp・aruku&）

人間ドック

郵送によるがん検診

無料歯科検診

5月上旬～

扶養家族・OB向け
健康診断

※健診機関の予約が埋まると
受付できなくなります。
早めにお申し込みください。

申請期間
5～９月末日まで
受診期間
5～1月末日まで

内容や時期は年度により変更することがあります。
詳細な日程は健保ホームページでご確認ください。

https://www.omron-kenpo.org/ オムロン健康保険組合 検索
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